
治山技術基準 第３編 防災林造成事業 解説

２６林整計第 8 9 5 号
平成２７年４月１日

林野庁森林整備部長通知

第１章 定義及び目的

１ 防災林造成は、森林の有する機能によって、主に次の目的を達成するためのものであ

る。

(1) 飛砂の防備：林木の樹冠、林床植生等によって海岸の砂地を被覆して飛砂の発生の

防止及び風速を軽減して、飛砂が保全対象に侵入することを防止する。

(2) 潮害の防備：主として林木の樹幹によって波のエネルギーを減殺して高潮又は津波

の害を防止する。また、樹幹及び枝葉によって空気中の塩分を捕捉し、

風速を緩和して海水塩分の侵入を防止する。

(3) 霧害の防備：林木の樹幹及び枝葉によって空気の渦乱流を発生させて霧を拡散し、

霧粒を捕捉する。

(4) 風害の防備：林木の樹幹及び技葉によって風に渦乱流を生じさせ、エネルギーを減

殺し、風速を緩和する。

(5) 雪害の防備：林木の樹幹及び技葉によって吹雪の発生、被害を防止する。

(6) なだれの防止：林木の樹幹及び枝葉によってなだれの発生の原因となる雪ぴの発生

を防止するとともに山腹斜面の摩擦抵抗を大きくしてそれを抑止す

る。また、発生したなだれを林木の樹幹等により減勢又は阻止する。

２ 防災林造成の対象地は、自然条件が厳しい箇所が多く、そのままでは森林の造成が困

難な場合が多いため、防潮施設、防風施設、なだれ防止施設等により補完、保護し、森

林の造成を図るものである。
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第２章 区分

防災林造成の区分のうち、海岸防災林造成は、前述の解説１の(1)、(2)、(3)及び(4)、

防風林造成は、(3)、(4)及び(5)、なだれ防止林造成は、(5)及び(6)の目的を主とするも

のである。
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第３章 海岸防災林造成

第１節 海岸防災林造成の目的

１ 我が国は、四方を海に囲まれて海岸線が長いことに加えて、夏は台風が頻繁に来襲し、

冬は日本海側では北西の季節風が強く、飛砂、潮風、波浪、高潮等の被害を受けやすい。

また、日本列島及びその周辺は世界的にも地震の多発地帯であり、津波災害もしばしば

発生する。

２ 海岸防災林造成は、海岸に防潮工を設けて波浪等による海岸の侵食を防止し、海岸砂

地等を緑化し、森林帯を造成して飛砂の害、風害、潮害、霧害等を防止又は軽減するた

めに実施する。

３ 海岸付近は、良好な自然環境を持ち、レクリエーションの場としても価値が高いこと

から、自然環境の保全、レクリエーション活動にも配慮する。

第２節 調査

２－１ 総説

１ 海岸は、陸上及び海底地形、海象、気象、土壌条件等が局所的に大きく異なるため、

その特性を把握し難い事項が多い。

このため、事業を合理的かつ経済的に実施するために、その目的、内容に即した調査

計画をたて、これに基づいて適切な調査を実施し、必要な基礎資料を収集整備する。

２ 調査の実施に当たっては、海岸防災林造成予定地及びその保全対象地区を区分し、計

画地区と保全対象との関係を明らかにする。

２－２ 調査項目

１ 調査項目は、施工区域の決定、工法の選択、基礎地盤の把握等、事業の計画及び設計

に直接必要な事項のほか、他事業との調整等の事業の円滑な推進を図るために必要な事

項とする。調査に当たっては、事業の目的、内容に応じて必要最小限の項目で効率的に

実施する。

２ 海岸防災林造成の種別は、波浪、高潮及び津波の侵入並びに海岸の侵食を防止・軽減

する防潮工、飛砂を防止し防風を図る砂丘造成・森林造成に大別され、その調査内容も

自ら選定される。

３ 標準的な調査項目は次のとおり。

(1) 地形調査

(2) 土壌調査

(3) 土質・地質調査

(4) 地震・液状化調査

(5) 地下水位等調査

(6) 気象調査

(7) 海象・漂砂調査

(8) 林況・植生調査

(9) 荒廃現況調査
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(10) 環境調査

(11) 社会的特性調査

(12) その他の調査

表２－２－１ 主な種別と調査項目

調査項目 地形 土壌 土質 地震 地下 気象 海 象 林 況 荒廃 環境 社会

種別 地質 ・ 水位等 ・ ・ 現況 的特

液状化 漂 砂 植 生 性

防 潮 工 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

砂丘造成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

森林造成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２－３ 調査手順

１ 予備調査は、現地調査を効率的に実施するため、既存の資料・文献の収集を行う。潮

位、風速、波高等については、その使用目的に合致した精度のものを収集する。

２ 現地調査は、現地の状況を把握するため、より詳細に踏査を行い、必要に応じて地元

住民からの聴き取り、観測、測定、測量等を行う。

３ 調査資料の取りまとめに当たっては、各種調査の結果を総合的に検討し、海岸防災林

造成の計画及び設計に必要な基礎資料を作成する。

２－４ 地形調査

地形調査は、防潮工、砂丘造成、森林造成の配置(位置、方向等)、規模、構造等を決定

するために行うものであり、陸上地形の調査と海底地形の調査とに分けられる。

特に海底地形は、波の屈折、波高変形を通じて設計波高等と密接な関係を有しており、

防潮工の計画及び設計に当たっての重要な事項である。

一般に、図２－４－１に示す範囲について基準点を設けて調査を行う。工種、事業の目

的を十分に把握して、調査範囲を適切に決定する。

２－５ 土壌調査

１ 土壌調査は、事業対象地への植生導入の可能性、導入植生の種類の決定を検討する上

で重要な調査である。

２ 土壌調査は、第２編山地治山事業第２章第４節「土壌調査」に準ずるが、海岸防災林

造成においては、特に砂の粒径、塩分含有量等について留意して調査する。

２－６ 土質・地質調査

１ 土質・地質調査は、砂地への植生導入の可能性、防潮工等の構造及び基礎の安定性等

を検討する上で重要な調査である。
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２ 防潮工は、砂質土や粘土質の軟弱地盤に設けることが多い。特に透水係数の大きい砂

質地盤や河口部付近、河跡地等の干潮位付近のシルト質地盤では、構造物の沈下、破壊

が生じやすい。

また、地下水位が高いと植栽木の根系の生育に支障を生ずる原因となる。

したがって、調査に当たっては、地盤の成層状態、せん断特性、圧密特性、液状化特

性、その他の土質試験、透水性、及び地下水位（残留水位）等の試験・調査を実施する。

３ 調査は、第２編山地治山事業第２章第３節「土質、地質調査」に準ずるが、海岸の調

査では一般に次のような調査が用いられている。

(1) オープンカット調査

オープンカット調査は、調査深度が比較的浅い場合に人力又は機械を用いて試掘を

行い、土質の観察や試料を採取する最も簡単かつ確実な方法である。

(2) ボーリング調査

ボーリング調査は、地盤の土質・地質特性を把握するために、コアの採取・判読と

ともに、標準貫入試験により地盤の特性を把握する方法である。また、必要に応じて

サンプラーを併用して試料を採取する。防潮工の基礎地盤を調査する場合には、支持

力が確認できる深度まで行う。

(3) サウンディング調査

サウンディング調査は、土層の貫入、回転、引き抜き等の抵抗を計測し、地盤の土

質特性を把握する方法である。

(4) 土質試験

土質試験は、採取された試料の力学的特性、物理的特性を調べるために実施する室

内試験である。

２－７ 地震・液状化調査

１ 地震・液状化調査は、耐震、耐津波性能を考慮する防潮堤、防潮護岸及びそれに準じ

る重要度の高い構造物について行う。

２ 地震調査は、事業対象地周辺で発生した過去の地震について、地震の規模、発生位置、

発生頻度等について資料の収集・整理を行う。

３ 液状化調査は、事業対象地周辺で発生した過去の液状化被害について、被害の規模、

発生位置、発生範囲、被害後の対策等について資料の収集・整理を行う。

４ 液状化の判定手法には、粒径分布、等価Ｎ値等による簡易判定法と、振動三軸試験に

よる判定法がある。一般的には、簡易判定法によって液状化判定を行うが、重要ゼロメ

ートル地帯等、重要度の高い構造物については、振動三軸試験による方法を併用するこ

とが望ましい。

簡易予測手法では、標準貫入試験、土の粒度試験、土の液性限界・塑性限界試験を、

振動三軸試験による予測法では、繰り返し三軸試験を実施する。

２－８ 地下水位等調査

１ 地下水位等調査

地下水位等調査は、海岸防災林造成箇所において、植栽木の根系、特に津波等の外力

第３章 解説

5



に抵抗するために必要な鉛直根の十分な発達が可能か否かを確認するため、必要な生育

基盤の厚さの基準となる下面の高さ（以下「計画基準地下水位」という。）を検討する

調査である。

２ 調査の種類

地下水位等の調査は、直接観察調査、間接的調査、塩分濃度調査があり、海岸防災林

造成範囲、地形、表層地質、土壌、防潮堤や護岸工等の地下水位を規制する構造物など

を考慮して必要な調査を実施する。

(1) 直接観察調査

直接観察する方法は、根系及び土壌の掘削調査、地下水位観測調査などがある。

(2) 間接的調査

間接的調査は海岸防災林造成地内の池沼の水位、近接する河川の水位、潮位などか

ら計画基準地下水位を推定する方法があるほか、観測した地下水位の変動解析を行い

観測期間前後の地下水位を推定する方法がある。

(3) 塩分濃度調査

塩分濃度調査は計測器により塩分濃度を直接計測する方法と電気伝導率から換算す

る方法、水素イオン指数（ｐＨ）から地下水の性質を判断する方法などがある。

３ 根系及び土壌の掘削調査

一般的な樹木の根系は土壌の過湿や滞水の影響で根系の回りの土壌中の酸素が不足す

ると新しい根の発生が不可能となる。過湿や滞水が短期であれば地下水位で根系の先端

が奇形するなどして鉛直方向への成長が停止するにとどまるが、長期にわたると枯死す

る。また、硬度が高い層にあたった場合も根系の成長は阻害される。

掘削調査による鉛直根の発達状態、グライ層や斑鉄の状況、土壌硬度を直接観察する

ことで最も適切に計画基準地下水位を把握できる。

４ 地下水位観測調査

観測孔を設置して地下水位の変動を把握する場合は、次による。

(1) 調査深度

計画基準地下水位からの生育基盤厚さが最大で３ｍ程度必要とされることから、水

位観測孔による調査深度は地表から３ｍを最深とし、観測機器設置等に必要な余掘は

別途考慮する。

(2) 観測時期、観測期間

梅雨や秋雨の霖雨、台風等による集中豪雨が発生しやすい時期、潮位の季節変動及

び融雪時期等を含む適切な調査時期並びに降水量の多寡を考慮して、地下水位の変動

を把握できるよう必要な調査期間を検討する。

(3) 観測間隔

日単位の最高・最低・平均水位等が分析可能な間隔で観測する。なお、潮位の影響

が大きい位置における日１回程度の観測の場合、観測値が過小又は過大となる可能性

が高いため、観測間隔は１時間程度が望ましい。

(4) 調査位置、調査間隔及び調査箇所数

地下水位の変動に影響を与える次の点に考慮して調査位置、調査間隔及び調査箇所

数を検討する。
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① 汀線に近い箇所では潮汐の影響

② 起伏のある箇所では動水勾配の把握

③ 河口付近では河川水の流入、旧河道の位置

④ 防潮堤、河川護岸、その他の人工構造物による規制

５ 周辺の水位調査

海岸防災林造成地内の池沼の水位、近接する河川の水位及び潮位等を参考とする場合、

陸域で生じる毛細管現象等による地下水位上昇を考慮して計画基準地下水位を検討す

る。

６ 地下水位の変動解析

霖雨や豪雨などが反映されず計画及び設計に必要な地下水位を十分に観測ができなか

った場合は、

・ タンクモデルやシミュレーションにより地下水位の変動を解析することで、降水量

や潮位など地下水位に影響を与える要因の時系列データがあれば観測期間及び観測期

間以前の地下水位の再現

・ 確率降水量を用いることで、任意の降水量に対する地下水位の予測が可能である（以

下「解析地下水位」という。）。

タンクモデルによる再現又は予測計算方法を用いると、その観測が困難な融雪量も地

下水位に反映することが可能である。

７ 塩分濃度調査

地下水や土壌の塩分濃度が高いと根系の鉛直方向への十分な発達が見込めないことか

ら必要に応じて塩分濃度を調査する。

塩分濃度が高い場合には、最高水位を計画基準地下水位とする必要があるため、最高

水位を調査する。

８ 排水工の効果

地下水位を低下させるための暗きょ工などを計画する場合は、計画基準地下水位の決

定にその効果を反映させる。

２－９ 気象調査

１ 気象調査の調査項目は第２編山地治山事業第２章第６節「気象調査」に準ずる。

２ 海岸防災林造成においては、特に風向、風速等の風に関する調査が重要であり、風速

は、10分間平均風速、最大瞬間風速等を調査する。

また、風向は、16方位で表し、卓越風向を明らかにする。

３ 高潮の最大潮位偏差の推算を行う場合、台風や低気圧が事業対象地に接近、通過した

時の最低気圧、最大風速、風向について調査する。

２－１０ 海象・漂砂調査

１ 海象とは、海水の運動であり、その運動現象は次のように分類される。

(1) 周期的に変化する現象

① 潮波、慣性波：周期が約１日

② 潮汐、潮汐流（潮流）、内部潮流：周期が約半日
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③ 波浪、内部(動力)波：周期が半日以下

(2) 突発的な現象

高潮、津波等

(3) 非周期的な現象

海流、吹送流、湧昇流

２ 漂砂とは、波や潮の流れ等の外力により海浜底質が移動する現象又は移動物質をいう。

広義には、風による砂の移動現象又は移動物質（飛砂）を漂砂の中に含めて定義する場

合もある。

２－１０－１ 潮位調査

１ 調査する潮位

海面の水位は、潮汐、高潮、津波等によって変動することから、その実測値又は推定

値に基づいて、事業対象地の朔望平均満潮位、朔望平均干潮位、既往最高潮位などを求

める。

２ 潮位の基準面と各潮位の関係

(1) 海岸防災林造成の場合は、国土交通省河川局・農林水産省農村振興局による海岸工

事と同様に、陸上工事などとの関連で、東京湾平均海面（T.M.S.L.又はT.P.）を基準

面とする。

(2) 海図の水深は、船舶の航行を考慮して、海上保安庁長官が公示した最低水面からの

深さが示されており（平成１４年４月１日施行、水路業務法施行令）、基本水準面（C.

D.L）が基準となっている。

(3) 国土交通省港湾局・水産庁による海岸工事は、港湾、漁港施設との関連で、国土交

通省令で定められた基本水準面（C.D.L）を基準面として用いているので、これに隣

接して計画する場合には双方の基準面の関係に注意を要する。なお、河川工事等にお

いては、河川ごとの基準面を使用しているので注意を要する。

(4) 主な潮位・基準面の定義は、次のとおりである。
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表２－１０－１ 主な潮位・基準面の定義

注）S．W．L．：静水面 （Sti11 Water Level）

海図で海の深さを表す基準面を基準水準面という(Chart Datum
Level)。平均水面から主要４分潮(主太陰半日周潮、主太陽半

日周期、日月合成日周潮、主太陰日周期)の振幅の和だけ下方に
とった水面として定義されている｡

基本水準面
(C.D.L.)

ある期間の干潮時の潮位を平均した海面の高さをいう(Mean Low
Water Level)。

平均干潮位
(M.L.W.L)

ある期間の満潮時の潮位を平均した海面の高さをいう(Mean Heig
ht Water Level)。

平均満潮位
(M.H.W.L)

ある期間の海面の平均高さをその期間の平均潮位をいう(Mean se
a level、Mean Water Level)。

平均潮位
(M.S.L.、M.W.L)

東京湾における平均水面(Tokyo mean sea level)｡国土地理院の
地形図における高さの基準として用いられる。 T.P.は、オラン
ダ語の水準面(Tokyo Peil)の賂である。

東京湾平均海面
(T.M.S.L.、T.P.)

潮汐により朔(新月)の前２日､望(満月)の日から４日以内に表れ
る各月の最低潮位を平均した水面の高さであり(Low water leve
l)、各月の最低干潮位の平均値である。

朔望平均干潮位
(L.W.L.)

潮汐により朔(新月)の前２日､望(満月)の日から４日以内に表れ
る各月の最高潮位を平均した水面の高さであり(High water leve
l)、各月の最高満潮位の平均値である。

朔望平均満潮位
(H.W.L.)

過去において観測された最高の水面の高さであり(Highest high
water level)、潮汐のみ起因せずに、高潮・津波などの影響を受
けている。

既往最高潮位
(H.H.W.L.)

定 義名称（略号）
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図２－１０－１ 東京湾平均海面と各潮位との関係

３ 潮汐（天文潮）

(1) 海面の水位は、天体による潮汐のほか、気圧の変動、長周期の波浪、水面の振動、

風の吹き寄せ等によって変化しており、これを潮という。

(2) 潮汐とは、主に月や太陽の引力が合成されて起潮力となり、海面が周期的に昇降す

る現象で、これを天文潮という。また、潮汐によって生ずる流れを潮流という。

(3) 満潮と干潮の差である潮差は、地域的に差があり、日本海沿岸では小さく、太平洋

沿岸では大きい。日本各地の潮汐の予報には、海上保安庁海洋情報部が作成している

潮汐表と気象庁が作成している潮位表がある。潮汐表第１巻には、日本各地の標準港

（71港）における毎日の満干潮の潮時・潮位の予報値と746港の予報値を得るための

資料が掲載されている。潮位表には、全国66箇所における毎日の満干潮の潮時・潮位

の予報値が掲載されている。

(4) 海岸防災林の造成を計画する地点は、潮汐表の標準港又は潮位表の検潮所から離れ、

しかもその地点での過去の潮位記録がない場合がある。こうした場合は、次の方法に

よって潮汐を求める。

① 計画地点に検潮標を仮設して、近傍の標準港又は検潮所の潮位記録との関係を求

める。この場合は、少なくとも一週間以上連続して観測を行う。

② 前記（①）の方法が採用できない場合には、簡便法として、標準港又は検潮所と

の距離から潮位の改正数（標準港又は検潮所の潮位に対する補正数）を求めて、潮

位を計算する。

４ 高潮

(1) 高気圧、低気圧の通過に伴う気圧変動や風などの気象に起因する海面の変動を気象

潮というが、このうち、台風や低気圧による気圧の降下と暴風による吹き寄せ効果の

ために発生する異常潮位を高潮（たかしお）と呼んでいる。また、異常潮位の観測潮

位から、推定天文潮位を差し引いた値を潮位偏差という。

(2) 高潮による最大潮位偏差は、気圧降下量による静的な海面上昇量と風の吹き寄せに

よる上昇量の和として、次式で推定できる。

ζ＝ a（po － p）＋ bW2cos θ＋ c
ただし ζ：高潮による最大潮位偏差（cm）

po：基準気圧（1,013hpa
p ：最低気圧（hpa）
W：最大風速（m/s）
θ：主風向と最大風速の風向のなす角（度）

a、b、c：各地点ごとに定まる定数であり、表２－１０－２のように求め

られている。
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表２－１０－２ 最大潮位偏差を与える実験式の定数

５ セイシュ・副振動

周囲の閉じられた湖水や入口の狭い湾等で、内部の水が外力の変化に応じて起きる一

定の周期をもった自己振動をセイシュという。また、湾の端が外海に通じ、自由に水の

出入りができるような場合に湾内に現れる振動を副振動という。海岸施設で問題となる

のは、副振動であり、設計に際して考慮する副振動の諸元は、振動周期及び振幅である

が、実測で求めることが望ましい。

２－１０－２ 波浪調査

１ 波の種類

(1) 波は、外力の種類によって、重力波、表面張力波、内部波及び潮波等に分類される

が、海岸防災林造成で対象とするのは周期が数秒から数十秒の重力波である。
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図２－１０－２ 波の分類

（出典）漁港・漁場の施設の設計の手引 (社)全国漁港漁場協会 H15.10

(2) 重力波は、風、地震、海底の隆起又は陥没等によって起こる波を総称したもので、

次の二つに分類される。

①風波 ：観測地付近の風によって、直接発生した波をいう。

②うねり：遠隔地で風等によって発生した波が伝わってきたものをいう。

重力波は、海面上で観測される水面は不規則な波動をしており、このような波を不

規則波という。これに対して、図２－１０－３の(a)(b)で示すように、一定の水深（h）

の場所を、一定の波高と周期で進行する理想的な波を規則波と称している。また、規

則波を非線形性の観点からみると、正弦波に近い波形を示す微小振幅波（a）は、波

形勾配が非常に小さい場合に出現する。これに対して、上下非対称な有限振幅波（b）

は、波形勾配が大きい場合に出現する。

２ 波の基本的性質（波の諸元）

波の基本的性質は、次のように波高、波長、周期、波速、波向及び波形勾配で表す。

波高（H）：連続する波の山と谷の高さの差をいう。

周期（T）:連続する波の山と山又は谷と谷との時間間隔をいう。

波長（L）:連続する波の山と山又は谷と谷との距離をいう。

波速（C）:波の伝わる速度をいう。

波向（α）：波の進行方向で、一般に真北を基準として東周りに16方位で表す。

波形勾配：波高を波長で除した値（H/L）をいう。
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図２－１０－３ 波の形

３ 波の定義

海岸防災林造成の計画及び設計に用いる波は、次のような定義の波を用いる。

(1) 有義波

有義波は、一波ごとに変化する波高、周期を、統計的な代表値で表した仮想的な波

であり、ある海域で定常的な観測期間の不規則な波群を統計処理して求められたもの

である。

有義波高（H1/3）は、ある波群中、約100波以上の連続した波（一般に10～20分連続

した波）の観測記録の中から波高の大きい順に並べて全波数の1/3を選び出して、そ

れらの波高を平均したものである。有義波周期（T1/3）は、選び出した波の周期を平

均したものである。

(2) 最高波

最高波は、ある波群中で最大の波高を持つ波をいう。最高波の持つ波高を最高波高

（Hmax）、最高波の持つ周期を最高波周期（Tmax）とする。

(3) 1/10最大波

1/10最大波は、有義波と同様な方法で波高の最も大きいものから順に並べて全波数

の1/10を選び出して、それらの波高及び周期の平均値に等しい波高及び周期を有する

仮想的な波をいう。1/10最大波の波高を1/10最大波高（H1/10）、その周期を1/10最大

波周期（T1/10）とする。

(4) 平均波

平均波は、ある波群中で、波高又は周期を全体の波数で平均した値の波をいう。平

均波の波高を平均波高（Hmean）、その周期を平均波周期（Tmean）とする。

(5) 有義波高、最高波高、1/10最大波高及び平均波高等相互の関係

有義波高（H1/3）、最高波高（Hmax）、1/10最大波高（H1/10）及び平均波高（Hmean）の

間には、ほぼ次のような関係があることが認められている。なお、Hmax/H1/3の値は、

観測波数（N）が多くなるにつれて大きくなり、表２－１０－３のようになる。

H1/3＝1.60Hmean

H1/10＝1.27H1/3＝2.03Hmean

T1/10＝T1/3 ＝Tmax ＝1.2Tmean
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表２－１０－３ Hmax/H1/3の最多値とNとの関係

ただし、Hmaxは、N波中の最高波高である。

(6) 不規則波のスペクトル

多方向不規則波のスペクトルは、周波数スペクトルS(f)と方向関数G(θ,f)の積と

して表現される。

まず、波の不規則性を表す周波数スペクトルとしては、ブレットシュナイダー・光

易（Bretschneider-Mitsuyasu）型やジョンスワップ（JONSWAP）型など様々な式が提

案されており、数値計算等で用いられている。このうち、ブレットシュナイダー・光

易型スペクトルは、次式で表される。

S（f）＝ 0.258H1/32T1/3-4f-5exp[－1.03(T1/3f)-4]

なお、水理模型実験では、修正ブレットシュナイダー・光易型スペクトルを用いる

ことがある。

一方、波の多方向性を表現する方向関数としては、SWOP型や光易型などがある。

ここでは、光易型方向関数を示す。

G（θ,f）＝G0cos2S［（θ－θ0)/2］

θmax

G0 ＝ 1/∫θmin
cos2S［（θ－θ0)/2］dθ

fp＝ 1/(1.05T1/3)

f＜fpの時：S＝Smax（f/fp）5

f≧fpの時：S＝Smax（f/fp）-2.5

Smax＝11.5（2πfpU10/g）-2.5

ここに、θ：波向、θ0：方向関数のピーク波向、S :方向集中度パラメーター、Sma

x ：方向集中度パラメーターの最大値、ｆ：周波数（1/s）、ｆｐ：ピーク周波数（1

/s）、θmax、θmin：波の来襲範囲でθ0＝0ﾟの時π、－π、U10：海面上10mの風速（m/

s）、ｇ：重力加速度（m/s2）。

２．１５１．８６１．７７１．６４１．５３１．４２Ｈmax/Ｈ1/3

１０,０００１,０００５００２００１００５０Ｎ
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ただし、太平洋側の台風によるうねりを伴った波浪、日本海側の冬期風浪による波

浪、内湾の吹送距離が短い波浪など、施設の設計対象海域によって波の特性は異なる。

したがって、設計対象海域の波浪観測データに基づいて、適切なスペクトルを設定す

る。

(7) 沖波

波が海底の影響をほとんど受けず変形することなく進行する波で、水深が波長の1/

2以上の海域における波をいう（深海波）。なお、水深が波長の1/2より浅い海域の波

は浅海波とよばれ、海底の影響を受けて波長、波高が変化する（浅水変形）。沖波の

波高を沖波波高（H0）、その周期を沖波周期（T0）とする。また、沖波の波長（L0）

は、微小振幅波理論により次式で表される。

（ｍ）

ただし、L0 : 沖波の波長（ｍ）

T0 : 沖波の周期（s）

(8) 換算沖波波高

換算沖波波高（H0’）は、沖波波高（H0）に平面的な地形変化による屈折及び回折

の効果を補正した仮想的な波高である。海岸防災林造成では、沖波波高（H0）、換算

沖波波高（H0’）として有義波高（H1/3）を用いる。

(9) 砕波

砕波とは、波が海岸に近づき、水深が浅くなると波形が次第に前傾して空気を含む

ようになり、ついには波形が保てなくなり波が砕ける現象である。砕波点付近の波高

（Hb）は、波が沖合から岸に伝わる過程において、最大の波高をもち、構造物の設計

上重要となる。

４ 沖波の推算

(1) 沖波は、信頼できる実測値に基づいて決定する。実測値が得られない場合には、近

傍隣接地等で気象条件（風速、風向、気圧の特性）及び海象条件（波浪、潮汐、潮流

の特性）の類似した箇所の実測値又は気象条件等（主として風）に基づく推算値等に

よって合理的に決定する。

(2) 沖波の推算は、一般には有義波法とスペクトル法に大別できる。

① 有義波法による沖波推算の方法

有義波法には深海において、一定の風が吹く場合に適したS－M－B法、風が時間

的、空間的に変動する場合に適したウィルソン法、浅海域での推算に拡張したブレ

ットシュナイダー法、浅海での変動風域に対応できる坂本・井島法等がある。

その種類と適用範囲は次のとおりである。

L0 = g/2p T02 =1.56・T02
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風域が著しく移動し S－M－B法

ない場合 (図２－１０－４参照)

波の発生域が深海

にあるもの

風域が移動するもの ウィルソン法

(図２－１０－５参照)

有義波法 風域の移動及び水位 ブレットシュ

の変動がない場合 ナイダー法

波の発生域が浅海

にあるもの 風域の移動及び水位 坂本・井島法

の変動がある場合

具体的な例では、日本海側等において冬季季節風により発達する波に対しては、

S－M－B法が、また、台風及び移動性低気圧によって発達する波については、ウィ

ルソン法等が用いられる。ただし、日本海側でも低気圧の進行経路によってはうね

りの影響を考慮する必要がある。

図２－１０－４ S－M－B法による波浪予知曲線
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図２－１０－５ ウィルソン法によるHI/3－t－F－TI/3 図

② スペクトル法による沖波推算の方法

波浪スペクトル法は、波の不規則な性質をスペクトルで表し、単一の周波数に対

応する成分波の方向スペクトルの発生・発達・減衰・伝播過程を計算した後、周波

数と方向について２重積分を行うことにより全エネルギーを求め、これに基づき波

浪諸元を算出する推算法である。

代表的な解析モデルの概要を表２－１０－４に示す。

表２－１０－４ 代表的な平面波浪場の解析モデルの概要

（出典）漁港・漁場の施設の設計の手引 (社)全国漁港漁場協会 H15.10

このうち、「エネルギー平衡方程式」は、施設に対する設計波高として不可欠で

ある換算沖波波高の算定で一般的に用いる。この方法は、多方向不規則波として取

り扱いができ、計算時間も少ないことから、実務に適している。
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エネルギー平衡方程式を以下に示す。

上式は、風によって発生・発達し、減衰する波浪の方向スペクトルの時間的・空

間的変化をエネルギー平衡方程式の数値解として求めるものである。ここに、左辺

の第１項はスペクトルエネルギーS(f,θ)の局所的な時間変化を表し、第２項はス

ペクトルエネルギーの移流効果による変化を表す。Cgは群速度である。また右辺の

Fnet（f,θ)はスペクトル成分の変化に関わるエネルギーの入出力を表す項でエネル

ギーソース関数と呼ばれ、一般に、次の３つの物理機構に分けて扱われる。

Fnet＝Fin＋Fnl＋Fds

Finは風波が発達するための外力となる風から波へとエネルギーが輸送される効

果を表す。Finは一般にPhillipsの共鳴理論とMilesのせん断流理論によるものを加

えて、

Fin＝α＋βS（f,θ）

と表現され、パラメータαとβは種々の観測データと照合することによって定式化

されている。

Fnlは波数の異なる４つの成分波間でエネルギーがやりとりされて、波浪のエネ

ルギーの再配分を行う非線形相互作用を表す。４波の非線形相互作用は、波浪のエ

ネルギーの総和を変えることはないが、方向スペクトルの形状を変化させる。

Fdsは砕波や内部粘性等により波浪のエネルギーが消散する効果を表す。

これらのソース項が与えられれば、エネルギー平衡方程式を差分方程式に変換で

きる。すなわち、対象海域を適当な格子間隔でメッシュに分け、外部条件として風

を与えて、適当な初期条件と境界条件のもとに、差分方程式を解けば、方向スペク

トルの時間的・空間的変動を求めることができる。

(3) 有義波法と波浪スペクトル法

有義波法は波浪スペクトル法に比べ、多くの観測値に基づく検証結果や過去の計算

実績による裏付けのある実用的な波浪の推算法である。有義波法と波浪スペクトル法

とではピーク波高の推定精度に関して両者に大きな差異はない。しかしながら波浪ス

ペクトル法は、波浪の物理的な取り扱いにおいて有義波法より優れている点が多く、

有義波法で問題となる以下の点を考慮する際には、波浪スペクトル法を用いた方がよ

い。

① 本来不規則である波を単一の有義波で代表させ、その発達状況を追跡させるもの

であるから、風域条件によっては、実際の波とはかなりの差異が生じる場合がある。

② 波の発達過程では、風域が波の伝播速度と同じ速度で波の伝播方向へ移動する場

合には、異常に大きな波高の推算値が得られる。

③ 風波とうねりが混在する場合、それぞれ異なる推算法を用いなければならない。

④ うねり性の波浪に関し、精度が低くなる。
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⑤ 風域が変動する場合、吹送距離や吹送時間を設定しなければならない。

５ 浅海における波の変化

波は浅海域において、水深の変化、構造物の存在、流れの影響などによって変形し、

その波高、周期と波向を変化させる。ただし、砕波した波が浅い海域で長い距離を伝搬

する場合や、天端水深が小さい潜堤上で砕波した波を取り扱う場合を除いては、波の周

期の変化は小さく、沖波の周期を設計に用いてもよい。浅海域における波の変形の諸要

素を図２－１０－６に示す。

図２－１０－６ 浅海域における波浪変形の諸要素

（出典）海岸保全施設の技術上の基準・同解説 海岸保全施設技術研究会 H16.6
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６ 換算沖波波高

換算沖波波高の算定フローを図２－１０－７に示す。

① 沖波の抽出は、最も危険と考えられる

波向を中心として３方向程度

② 沖波条件(H0／L0)から方向集中度パラ

メーター(Smax)を算定

③ 方向別成分波の分割数ｎは、３ないし

７分割

④ L0／2以深の水深にある島、半島など

沖からの波の来襲が考えられない地形条

件を考慮してエネルギー分散法により対

象地点に来襲する各方向別成分波のエネ

ルギー分布率(Di)を算定する。すでに、

沖波算定時にこれら島、半島の影響を考

慮している場合があるので注意を要す

る。

⑤ 各方向別成分波の屈折図を描き、波向

に対する屈折係数(Kri)を算出

⑥ エネルギーカットを行っていない遮蔽

物(防波堤、半島等)の有無の確認

⑦ エネルギーカットを行っていない遮蔽

物(防波堤、半島等)により遮蔽される場

合は、回折図を用いて回折係数(Kdi)を

算出

⑧ 対象地点の波のエネルギーの沖波に対

する比を算定

⑨ 換算沖波波高の算定

⑩ 対象となる全沖波について、終了した

かについての確認

⑪ 検討する事項に対して最も厳しい条件

となる換算沖波波高を選定

図２－１０－７ 換算沖波波高の算定フロ

ー

(1) 換算沖波波高の算定

構造物の高さ、規模等を決定するときの基礎となる換算沖波波高は、抽出した数種

の沖波の各方向別成分波について、それぞれ屈折、回折係数を算定し、次式によって

求める。

H0 ' =
n

i= 1

Di Kri・Kdi 2・H 0
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H0’： 換算沖波波高

n ： 方向別分割数

Di： 方向別エネルギー分布率

Kri： 方向別成分波の屈折係数

Kdi： 方向別成分波の回折係数

H0： 沖波波高

また、反射波がある場合は、そのエネルギーを加算する。

Kri’： 反射波の屈折係数

Kdi’： 反射面を開口部とみなした時の回折係数

KR ： 反射率

(2) 方向集中度パラメーター(Smax)の算定

抽出した数種の沖波の条件と表２－１０－５により、各波向の沖波の方向集中度パ

ラメーター(Smax)を算定する。

表２－１０－５ 沖波条件(H0／L0)と方向集中度パラメーター(Smax)の関係

(3) 方向別成分波の分割数（n）

方向別成分波の分割数は１つの波向の沖波に対して通常３分割とするが、前面に島

や岬等があり各方向別の屈折係数や回折係数に極端な差が生じる場合には７分割とす

る。

(4) 方向別エネルギー分布率

方向別エネルギー分布率Diは、表２－１０－６を用いて算定する。また、島や岬な

どの遮蔽物がある場合には、図２－１０－８を用いて入射するエネルギーのカット量

を算定する。

H0 ' =
n

i=1

Di Kri・Kdi 2 +
n

i=1

D i K ri'・Kdi'・KR 2・H0
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表２－１０－６ 方向別エネルギー分布率（Di）

図２－１０－８ 方向別エネルギー累加曲線

(5) 屈折係数の算定方法

水深が沖波波長の１／２程度よりも大きい深海域では、波は海底地形（水深）に影

響されること無く伝播するが、波が浅海域に達すると水深変化に伴う波速の場所的変

化によって屈曲するようになる。これを波の屈折と呼び、設計には屈折による波高及

び波向の変化を考慮する必要がある。屈折係数の算定方法には、屈折図を作成する図

式解法（波向線法、波繰線法）と波の方程式を数値的に解く数値計算法などがあるが、

一般的には数値計算法（エネルギー平衡方程式法が用いられている。

① 規則波の屈折係数の算定

屈折図を使用して屈折係数（Kr）を算定する場合は、次式による。

② 不規則波の屈折係数の算定

微小振幅波であれば不規則波に対しても、方向スペクトルにしたがった振幅を有

する規則波の重ね合わせによって計算することができる。

周波数f及び波向α0の入射波が屈折し、ある地点で波向がαになったとする。こ

の時、入射波の方向スペクトルと着目地点での方向スペクトルとの間には次式の関

係が成立する。
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あるいは、方向スペクトルの場所的変化を直接求めるための方程式として、エネ

ルギー平衡方程式が導かれている。

ここに、ｃg＝（ｃgcosα,ｃgsinα）、ｃは波速、ｃgは群速度、

は水平２方向への微分作用素である。

エネルギー平衡方程式は、屈折のみならず回折も含む波浪場の計算への適用が試

みられ、多くの場合に妥当な結果を得ている。これは回折による波のエネルギーの

回り込みよりも、不規則波の方向分散性によるものが支配的であることが多いため

であり、防波堤直背後など回折効果なしには波が進入しない場所の計算には回折を

含む方程式を使う。

不規則波の屈折係数（Kr）effは通常、屈折変形後の全エネルギーと、屈折（によ

る波向線間隔の変化）がなかったとした場合に浅水変形のみから求められる全エネ

ルギーとの比の平方根として定義される。

(a) 規則波の屈折係数
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(b) 不規則波の屈折角

(c) 不規則波の屈折系数

図２－１０－９ 直線平行等深線海岸における波の屈折係数の算定図

（出典）海岸保全施設の技術上の基準・同解説 海岸保全施設技術研究会 H16.6

③ 直線平行等深線海岸の場合、波向の変化及び屈折係数（Kr）は、図２－１０－９

の直線平行等深線海岸における規則波の波高の変化図を用いて算定することができ

る。

④ 水深が沖波波高の0.5倍以下の地点では、波としての性質より、流れとしての性

質が卓越するので、屈折に関する計算式の適用範囲は、水深が沖波波高の0.5倍以

上の場合とする。これより岸側では他の方法による。

(6) 回折係数の算定

島、半島、構造物等の遮蔽物で遮られた区域内に波が回り込む現象を、回折といい、

これが予想される場合の波高は回折図や回折計算などによって算定する。

① 規則波の回折係数の算定

一般的に規則波の回折による変化は、回折図から回折係数を求めて次式で算定す

る。
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なお、回折図は、水深が一定であるという仮定のもとに作られている。

② 不規則波の回折係数の算定

不規則波の回折係数（Kd）effは、回折波の全エネルギーと入射波の全エネルギー

との比の平方根として定義される。

ここに、成分波毎の回折系数Kd(f,α)は規則波に対するものである。

ア 半無限堤先端部による回折

図２－１０－１０によって回折係数を算定する。また。この図２－１０－１０は

入射角θ0が90°のものであるが、入射角が45°から135°程度の場合、この図を入

射方向に回転させて使用することもできる。ただし図中のLは遮蔽物先端での波長

である。

(a) 規則波の回折（θ0=90ﾟ）
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( b )

不

規

則

波

の

回

折

（θ

0 = 9

0ﾟ）

図

２－１０－１０ 半無限防波堤による波の回折図

（出典）海岸保全施設の技術上の基準・同解説 海岸保全施設技術研究会 H16.6

イ 開口部における回折

波が開口部に直角に入射する場合は、図２－１０－１１の開口部における回折図

によって回折係数を算定する。また、波の入射角が開口部に直角でない場合は、図

２－１０－１２に示す仮想開口幅を考えて近似的に算定する。

(a) 規則波の回折（B/L＝1.0,5.0）
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(b) 不規則波の回折（B/L＝1.0,8.0）

図２－１０－１１ 防波堤開口部からの波の回折図

（出典）海岸保全施設の技術上の基準・同解説 海岸保全施設技術研究会 H16.6

図２－１０－１２ 仮想開口幅の求め方

③ 島堤による回折

この場合の回折は、両端部をそれぞれの先端とする二つの半無限堤の回折係数の

和として算定する。しかし、島堤の長さが５波長以下の場合は、両端からの回折波

の干渉効果が高まるので、その他の方法による。

(7) 反射による波高の変化（反射率KRの算定）

半島、島、構造物があると、波がそれらに反射して波高が変化する。また、入射波

と反射波が重なり合って重複波となる。構造物等による反射波の波高は次式で算定す

る。

また、反射率の概略値として、表２－１０－７がある。
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表２－１０－７ 反射率の概略値

７ 水深による波の変形

水深が浅くなると、海底地形（水深）の影響を受け、波長は短くなり、波速は遅くな

ることから浅海域においては水深による波の変形を考慮する必要がある。水深のみによ

る波長及び波速の変化は、図２－１０－１３又は次式により算定される。

図２－１０－１３ 浅水における波の特性
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表２－１０－８ 周期―水深―波長―波速の関係（1）
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表２－１０－９ 周期―水深―波長―波速の関係（2）
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８ 砕波による波高変化

(1) 砕波指標

浅水変形により波高が高くなると、ある水深で波が砕け、波高が急激に小さくなる。

この現象を砕波と呼び、沿岸施設に作用する波を設定する場合には重要な要素である。

砕波水深及び砕波波高は砕波指標によって求める。規則波に対する砕波指標（合田）

を図２－１０－１４、図２－１０－１５に示した。

図２－１０－１４ 波形勾配と砕波水深との関係

図２－１０－１５ 波形勾配と砕波波高との関係

ただし H0’： 換算沖波波高（ｍ）

hb ： 砕波水深（ｍ）

Hb ： 砕波波高（ｍ）

(2) 規則波の砕波後の波高変化

砕波後の波高（H）は、海底勾配（ここでは、水深h＝1.5～2.5H0’の範囲の平均海

底勾配）、沖波波形勾配の影響を受ける。波高変化図（山本、菅原）を図２－１０－

１６に示した。本図は、砕波点以浅の領域での平均水位の上昇を考慮しているので汀

線での波高は0とはならない。
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(a) 海底勾配1/10

(b) 海底勾配1/15

(c) 海底勾配1/20
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(d) 海底勾配1/30

(e) 海底勾配1/50

図２－１０－１６ 規則波の砕波後の波高変化図

(3) 不規則波の砕波後の波高変化

① 波の不規則性の考慮

水深が換算沖波波高のおおむね3倍以下の地点では、砕波による波高変化を考慮

する必要がある。砕波による波高変化の算定には、波の不規則性を考慮することが

一般的である。

② 砕波点及び砕波帯

規則波では砕波する場所が常に同一であり、これを砕波点と呼ぶ。不規則波の場

合には、個々の波の波高、周期によって砕波する場所が異なり、ある範囲で砕波が

生じる。これを砕波帯という。

③ 砕波による波高変化

図２－１０－１７は、合田が砕波の理論モデルによって計算した不規則波の砕波

帯内における波高変化を示したものである。図中の一点鎖線より右の領域における

波高変化は、浅水係数を用いて計算する。一点鎖線より左の領域における波高変化

は、砕波による波高変化が卓越するので、これらの図を用いて波高を決定する。海

底勾配としては、水深換算沖波波高比h/H0'が1.5～2.5の範囲における平均海底勾

配を用いるのが適当である。
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(a) 海底勾配1/10 (b)海底勾配1/20

図２－１０－１７ 砕波帯内の有義波高の算定図(1)

(c) 海底勾配1/30 (d)海底勾配1/50

図２－１０－１７ 砕波帯内の有義波高の算定図(2)
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(e) 海底勾配1/100

図２－１０－１７ 砕波帯内の有義波高の算定図(3)

（出典）港湾の施設の技術上の基準・同解説 (社)日本港湾協会 H19.7

④ 波高変化グラフの適用範囲

水深が換算沖波波高の0.5倍程度以下の地点では、波としての水位変化よりも流

れとしてのエネルギーが大きい。よって、施設に働く波力などの算定にあたっては、

施設の重要度が高い場合には、水深が換算沖波波高の0.5倍の地点の波高を用いる

ことが望ましい。

⑤ 砕波波高の略算式

砕波の理論モデルによる波高変化の計算は、一般に計算機による演算を必要とす

る。しかし、現象の変動性や総合的な精度を考慮するなら、1/10～1/75勾配程度の

一様な勾配を有する海浜に限っては、以下の簡便な式を用いて波高変化を計算して

もよい。

ここに、

浅水係数Ksは図２－１０－１３で求める。min{ }及びmax{ }はそれぞれ{ }内

の最小値と最大値を示す。また、tanθは海底勾配を示す。

(4) 砕波による水位上昇

砕波帯内においては、平均水位の上昇が生じる。このような所に防潮工を築設する

場合の天端高の算定には、水位上昇を考慮する。この砕波による平均水位の上昇量は、

図２－１０－１８により算定される。
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図２－１０－１８ 砕波による平均水位の上昇量

２－１０－３ 津波調査

１ 津波とは、海底地震による海底隆起陥没、海底火山爆発等に起因する地盤変動がその

付近の海水に衝撃を与え、周期性の波動となって各方面に伝わる長波をいう。

２ 津波の潮位や遡上高は、既存の文献や過去の津波の痕跡から求めるが、津波の起こっ

た過去の地形と現在の地形とが大きく異なる場合等には、数値計算等によって求める。

３ 津波調査は、耐震、耐津波性能を考慮する防潮堤、防潮護岸及びそれに準じる重要度

の高い構造物について行う。

２－１０－４ 流れ・漂砂調査

１ 流れ調査

海岸付近には、潮汐流（潮流）、吹送流、波浪流及び河口密度流等の流れが混在する。

特に波浪流は、沿岸流と離岸流に分けられる。流れ調査においては、これらの潮の流れ

を調査するが、計算によって把握することは、潮汐流以外は困難であるので、現地で観

測する。

(1) 潮汐流（潮流）
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潮汐流は、月及び太陽の引力によって生じる潮汐力による流れで、流速の変化の周

期は、潮汐周期と同じであり、半日周期、一目周期が最も卓越している。潮汐流の強

い所では海底付近に渦流ができ、海底の泥砂が運搬されて流れの弱い所に堆積するの

で、海底地形の変化が激しい。

潮汐流の流速は、流速計又はブイにより測定する。

(2) 吹送流

風が海面に及ぼす応力によって生じる流れである。

(3) 波浪流（海浜流）

海岸の侵食、堆積に大きく影響する流れであって、離岸流発生の結果、一つの海浜

流セルを構成する。

(4) 河口密度流

河口では、潮汐の干満により、海水が河川水に混入する。この際、海水と河川水の

密度差が原因で、河口密度流が発生し、種々な混合型の流れとなる。これは、潮位差

の大きい場合に顕著である。

２ 漂砂調査

砂浜海岸に海岸防災林造成を行う場合、漂砂の移動量、水深、卓越方向等を把握して、

今後の侵食性、堆積性を検討し、構造物等に対する影響を十分考慮する。

漂砂は、ミクロ的にみると砂や礫が転動、浮遊によって他の場所に移動することであ

るが、マクロ的にみると一夜にして広大な砂浜が出現したり、海岸が大きく削り取られ

たりするように海岸地形を大きく変化させる場合がある。

漂砂は、移動状態から浮遊漂砂と掃流漂砂に分けられ、また、移動方向より汀線に直

角方向の漂砂（岸沖漂砂）と汀線に平行方向の漂砂（沿岸漂砂）に分解される。

また、海浜は、沿岸砂洲の有無により、それぞれバー型海岸、ステップ型海岸

に分類される。前者を暴風海岸（冬型海岸）、後者を正常海岸（夏型海岸）といい、砂

洲後方の海底勾配についてみると、後者の方が急である。

漂砂の調査に当たっては、底質、風、波等の資料をもとに、漂砂の卓越方向、供給源、

供給量、損失量、移動分布等を調査するが、漂砂は、季節による相違、暴風時と平常時

との差があるので、連続的な調査を行う。

(1) 漂砂の移動限界水深

波によって底質が動き始める水深を、その波に対する底質の移動限界水深といい、

図２－１０－２１によって推定できる。ここで表層移動とは、海底における表層の砂

が波向の方向に集団的に掃流される場合の限界をいい、水深の変化が

明瞭に現れる顕著な移動を完全移動という。
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ここに、H0'：換算沖波波高（m）

L0 ：沖波波長（m）

d ：底質粒径（平均粒径又は中央粒径）(m)

ｈ ：移動限界水深（m）

図２－１０－２１ 表層移動及び完全移動の限界水深

（出典）漁港・漁場の施設の設計の手引 (社)全国漁港漁場協会 H15.10

(2) 漂砂の卓越方向

漂砂の卓越方向を推定するには次のような方法がある。

① 継続的な深浅測量を行い、海浜、河口の地形変化から推定する。

② 波浪資料の解析によって推定する（波の卓越方向に漂砂が生じる。また、波形勾

配の大きい波は、沖への漂砂が生じ、小さい波は岸への漂砂が生じる）。

③ 突堤、防波堤等の既存の構造物による汀線変化によって推定する。

④ 流れの卓越方向から推定する。

⑤ 底質の粒径（一般に、粒径は、漂砂の卓越方向に小さくなる）、鉱物組成（ある

鉱物組成が多いものから少ない方向に変化しておれば、その方向に漂砂が卓越して

いる）の分析によって推定する。

⑥ トレーサー（蛍光砂、放射性ガラス砂）を用いた底質の移動観測から推定する。

⑦ 数値シミュレーションから推定する。

⑧ 水理模型実験から推定する。

(3) 漂砂の供給源、供給量

漂砂の供給源としては、河川、隣接海岸等があげられる。

河川からの供給量は、流出土砂量の直接観測、河床変動の把握、又は水位、流量等

の水理量から流出土砂量の計算を行って推定する。隣接海岸からの供給量は、地形、

地質、外力等の調査から定性的に把握し、沿岸漂砂量公式又は海岸の侵食量から推定

する。断崖海岸からの侵食量は、海崖の後退速度から推定できる。

(4) 沿岸漂砂量の推定

沿岸漂砂の存在する海岸では、侵食、堆積による長期的な海浜の変化が生じる。全

沿岸漂砂量（汀線に直角方向の断面を通過する沿岸漂砂の総量）の推定は、次の方法

により総合的に判断する。
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① 地形変化の解析

汀線に直角方向の深浅測量を行い断面積の変化を調査して推定する。

ア 断面積が減少している場合は、沿岸方向の漂砂が存在する。

イ 断面積の変化がなくとも汀線が前進又は後退して、岸向きあるいは沖向きの移動

がある。

ウ 断面積の変化と汀線の変化が対応しておれば、沖方向の移動はなく、沿岸方向の

移動が卓越している。この逆の場合は、汀線に直角方向の移動が卓越している。

② 漂砂量公式

沿岸漂砂量公式は、サベージの公式を用いる。

Lb ：砕波点での波長（m）

θb ：砕波点での入射角（度）

α、n：定数で実測等によって求められる（表２－１０－８参照）

ρ ：海水の密度（t/m3）

g ：重力加速度（9.8m/s2）

T ：入射波の周期（s）

表２－１０－１０ 沿岸漂砂量公式のαとｎの値

(5) 漂砂の損失先、損失量

一般に、漂砂の損失先としては、隣接海岸、対象海岸の沖等が考えられる。漂砂の

損失先、量の推定は、漂砂の供給源、量の推定と同様の方法による。

２－１０－５ 飛砂調査

１ 飛砂とは、海浜陸上部において風によって生じる砂の移動現象、あるいは移動する底

質物質を表す。
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２ 飛砂量の算定は、以下に示す方法がある。目的に応じて適切な方法を選定する。

(1) 現地飛砂観測

風速計と補砂装置により、事業対象地における風速と飛砂量を観測する方法。

(2) 測量

飛砂による地形変化を測量により把握し、飛砂量を推定する方法

(3) バグノルドの式による推定

風速と飛砂量の関係を表すものに次のバグノルドの式があり、飛砂量は、地上１ｍ

の風速から4ｍ/sを引いた値の３乗に比例する。

Q:単位幅、単位時間当たりの飛砂の質量（t/m・day）

V100:地上１ｍの風速（ｍ/ｓ）

C：砂の粒径分布によって変わる定数（1.5～2.8）

２－１１ 林況・植生調査

海岸は、植生の生育には特殊な環境にあることから、既存の植生の種類、生育状況等の

調査のほか、現在の状態にいたるまでの施業の経過等の調査が重要である。

林況・植生調査の項目、方法等は、第２編山地治山事業第２章第５節「林況、植生調査」

に準ずる。

２－１２ 荒廃現況調査

１ 海岸の荒廃現況調査は、荒廃の原因、形態、被害範囲について調査する。

(1) 荒廃の原因、形態

荒廃の原因、形態は次のとおりである。

① 海岸侵食

波浪、津波等によって海岸が侵食され、汀線の後退によって砂丘が崩壊又は海崖

の脚部が侵食される現象である。

② 荒廃砂地

潮風、寒風、飛砂、津波等によって植生が埋没、枯損し、裸地化した砂地である。

③ 海岸斜面崩壊

海崖が崩壊又は地すべりを起こすもので、波浪が海崖の脚部を侵食して生ずる波

浪侵食型、浸透水型及び地すべり型がある。

(2) 被害区域

被害区域調査は、海岸防災林の施工予定地又は背後地の風害、潮害、飛砂害、越波

の害等の範囲を調査する。

２ 荒廃地現況調査の調査項目、方法等は、第２編山地治山事業第２章第８節「荒廃現況

調査」に準ずる。

２－１３ 環境調査

自然環境調査の調査方法等は、第２編山地治山事業第２章第１０節「環境調査」に準ず

Q=7.1× 10-3C V100-4 3
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るが、海岸という特殊な環境を考慮した場合、以下の項目のうち必要な事項について調査

を実施する。

(1) 陸上の植物・動物

(2) 海中の植物・動物（造礁サンゴ類を含む）

(3) 景観

(4) 地形

(5) その他

(6) レクリエーションの状況

２－１４ 社会的特性調査

調査方法等は、第２編山地治山事業第２章第１１節「社会的特性調査」に準ずる。

第３節 海岸防災林造成の計画

３－１ 総説

１ 日本列島は、四方を海に囲まれており、海岸に沿った地域では、次のような被害が生

じている。

(1) 砂丘が発達しているところでは、季節風等による飛砂が発生し、人家、公共施設、

農耕地等に多大な被害を与えている。

(2) 海岸では、絶えず潮風が吹き、強風時には濃い塩分を含んだ潮風が内陸深くまで進

入して農作物や果樹に多大な被害を与えている。

(3) 日本列島の周辺海域には、太平洋、日本海側ともに地震帯が存在しているため、地

震がしばしば発生しているが、規模の大きい場合には津波が誘発されて沿岸に押し寄

せ大きな被害が発生している。

(4) しばしば来襲する台風による高潮が発生し、海岸における船舶、各種の施設、人家、

農耕地等に壊滅的な被害を与えている。

２ 海岸防災林造成は、これらの被害に対して、適切な規模の林帯を確実に造成して、安

全水準の向上が図られるように計画する。

３ 近年、我が国の経済発展、国土開発の進展に伴い、海岸防災林の持つすぐれた生活環

境や風致の保全・形成機能並びに保健休養機能についても大きな期待が寄せられてい

る。海岸防災林造成の計画に当たっては、これらの機能の向上が図られるように適切な

工種・工法を選定する。

４ 海岸防災林造成の計画に当たっては、現地の生態系、自然景観に十分留意して、策定

する。

５ 海岸防災林造成の計画に当たっては、地球環境問題への対応、健全な森林の育成、地

域の振興等のために、積極的に木材、木製品の利用を図る。

３－２ 計画規模

１ 侵食のおそれのある海岸施設の規模

侵食のおそれのある海岸にあっては、陸域の侵食を防ぎ、海岸防災林又は海岸防災林

予定地を保護並びに砂丘及び森林造成の基礎とすること等を目的として施設を計画する
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ことになるが、その計画規模は、これらの目的、保全対象、経済性、効果等を総合的に

勘案して決定する。

２ 飛砂の防止に望ましい林帯の規模

(1) 森林の飛砂防止機能としては、次の３つがある。

① 林床植生又は落葉、落枝によって砂地の表面を被覆して、飛砂の発生を防止する

機能。

② 砂地の粗度を大きくして、飛砂の発生する限界風速以下に抑える機能。

③ 発生した飛砂を林帯によって捕捉して、前線部で堆積させ、後方への移動を防止

する機能。

(2) 風によって砂が動き始める時の速度（限界風速）は、砂の粒径、密度、砂の静止摩

擦角等によって異なる。

(3) 飛砂の運動は、次の３つに区分される。バグノルドによると、浮遊は無視できるほ

ど少なく、跳躍は全体の４分の１程度で、残りの４分の３は転動であるとしている。

① 浮遊：主として直径0.1～0.05mm以下の砂粒が、風に乗って移動する運動

② 跳躍：主として0.2～0.3mmの砂粒が、砂面を跳躍しながら移動する運動

③ 転動：比較的大粒の砂粒が、砂面を飛び上からないで、滑走、転動する運動

したがって、飛砂の水平方向の分有は、地上付近が多いことから、比較的低い構造

物や植生によって砂の移動は阻止される。荒巻によると、飛砂量の90％以上が地上

30ｃｍ以内の範囲に集中するとしている。

(4) 風速と飛砂量の関係を表すものに次のバグノルドの式があり、飛砂量は、地上１ｍ

の風速から4ｍ/sを引いた値の３乗に比例する。

:単位幅、単位時間当たりの飛砂の質量（t/m・day）

V100:地上１ｍの風速（ｍ/ｓ）

：砂の粒径分布によって変わる定数（1.5～2.8）

また、飛砂量は、砂の粒径分布、含水比によっても異なり、砂の粒径分布の範囲が

広いほど急増し、含水比が増加するほど急激に減少する。

(5) 森林の飛砂防止機能は、各種の実験の結果から樹高の低い数列の林帯においても発

揮される。しかし、強風時にほぼ完全に飛砂の発生を防ぎ、進入した飛砂を捕捉、堆

積させて後方への害を防止するには、一定の樹高、林帯幅が必要である。また、海岸

地帯での森林は、前線部では飛砂、潮風、強風、寒風等の害を受け樹木が正常に生育

せず、内陸部に行くにしたがって林分の樹高が前線側の犠牲のもとに次第に高くなっ

ていくことを考慮すると、飛砂防止機能を持つ健全な森林を造成するためには、林帯

幅はできるだけ広くして内陸側の樹高を漸次高めることが望ましい。

３ 潮風害の防止に望ましい林帯の規模

(1) 海面で発生した微小な海水の水滴（数十ミクロン以下）は、風によって運ばれる過

程で次第に水分を失い、塩分濃度が高くなり塩の結晶となる（これを空中塩分という）。

空中塩分は、台風等の一過性のものを除くと、太平洋側では夏季に、日本海側では冬

季に多く発生する。

Q=7.1× 10-3 C V100-4 3
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また、空中塩分は、風によって運ばれる途中で拡散、落下するが、空中塩分の分布

は、海からの距離に応じて指数関数的に減少し、汀線付近では地表に近いほど多く、

高さが増すとともに急激に減少する。

(2) 林帯による空中塩分を減少させる機能は、林帯による気流のかく乱作用と枝葉によ

る塩分の捕捉作用とによる。

林帯が塩分を捕捉する機能は、針葉が密なクロマツなどで大きい。また、幅の広い

林帯での枝葉の単位当たりの塩分の捕捉量は、林帯の海側で多く、内陸に向かって次

第に減少する。青森県下の海岸防災林（クロマツ林、林帯幅200ｍ、樹高は海側40ｍ

は２～６ｍ、陸側は平均12ｍ）での調査結果では、風速６～８ｍの場合で、林帯を通

過する塩分量の約88％を捕捉し、林帯の風下での影響範囲は樹高の約25倍であったと

報告している。

４ 津波、高潮による被害の軽減、防止に望ましい林帯の規模

津波と高潮とは、発生原因が異なるが、いずれも高波となる点で林帯が作用する機能

はほぼ同じであると考えられる。

(1) 林帯が津波、高潮に作用する機能は、主に次のとおり。

① 樹幹の摩擦抵抗等によって、林内に侵入する津波、高潮の流速やエネルギーを低

下させる。

② 漂流物の移動を阻止し、移動による２次的災害を防止し、軽減させる。

③ 跳波による破壊の防止機能がある。

(2) 防潮堤等に海水が衝突すると跳波を生じ、時には数十メートルに達する。特に強風

を伴う高潮時では、砂、石礫を含んだ跳波によって防潮堤背後の家屋、農耕地等に甚

大な被害を与えている。

林帯は、跳波破壊力を軽減し、石礫等を捕捉して、跳波による被害を防止、軽減す

る効果があることは、過去の事例が示している。

(3) 防潮機能を効果的に発揮するためには、ある程度の林帯幅が必要である。数列の狭

い林帯であっても漂流物の阻止効果、跳波の被害の軽減効果はあるが、津波、高潮等

による破壊力を効果的に軽減させるためには、相当幅が必要である。さらに、林帯前

線部分での犠牲林帯、更新幅を確保することが望ましい。

３－３ 海岸防災林造成の工種

１ 海岸防災林造成の工種は、波浪による侵食を防止するとともに、砂丘造成及び森林造

成の基礎とする防潮工、飛砂及び風害を軽減する砂丘造成並びに事業の最終目的である

森林造成に分けられる。

標準的な工種は次のとおり。

(1) 防潮工

① 防潮堤

② 防潮護岸

③ 消波工

④ 消波堤

⑤ 突堤
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(2) 砂丘造成

① 堆砂工

ア 堆砂垣工 イ 丘頂柵工

② 砂丘造成盛土工

③ 覆砂工

ア 伏工 イ 砂草植栽 ウ 実播工

④ 防浪工

(3) 森林造成

① 生育基盤盛土工

② 防風工

③ 排水工

④ 静砂工

ア 静砂垣工 イ 静砂立工 ウ 衝立工

⑤ 植栽工

２ 海岸防災林造成は、森林の有する機能によって、飛砂、潮風、霧、津波、高潮等の害

を防止、軽減することを最終目的としている。したがって、林帯は森林の機能が充分に

発揮できる幅を確保する。

３ 侵食、高波、高潮及び津波の浸水のおそれのある海岸では、森林の着実な造成若しく

は維持のために、防潮工を必要とする場合が多い。

防潮工の工種選定に当たっては、海岸の状況、侵食等の原因、保全対象との関連等を

考慮し、総合的に検討する。

第４節 海岸防災林造成の設計

４－１ 総説

１ 海岸防災林造成の設計に当たっては、植栽区域の確定、防潮工等の位置・構造等の決

定に必要な測量を行う。

２ 海岸防災林造成の設計に当たっては、森林造成を行うために、現地の状況に応じて、

適切な工種を選定するとともに、必要に応じて、砂丘造成、防潮工を設置する。

３ 海岸防災林造成に係る施設の設計に当たっては､造成計画に基づく施設の設置目的（要

求性能等）を明確にしておくとともに､その設置目的を満たすことを検証又は照査する。

また､設置目的について設計説明書に明記する。

４－２ 測量

１ 海岸防災林造成の計画及び設計における測量は、本章２－４「地形調査」のうち、一

般地形測量、汀線測量及び深浅測量の一部の成果により構造物の位置、法線、植栽区域

等の概略を決定したものについて、正確に測量し確定する。

２ 測量精度は、構造物の方向、位置及び諸元の算定が正確に行えるような精度で測量す

る。

３ 基準点は、本章２－４「地形調査」の際に設置した基準点を使用し、必要に応じて補

助的な基準点を増設する。
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４－２－１ 測量の範囲

海岸防災林造成の計画及び設計における測量は、汀線を中心として、陸側及び海側に、

構造物設置又は森林造成に必要な範囲を測量する。

４－２－２ 測量の種類

海岸防災林造成における測量は、陸上地形を把握するために、一般地形測量と汀線測量

を行い、海底地形を把握するために、深浅測量を行う。

４－２－３ 一般地形測量

１ 測量に関する事項は、第２編山地治山事業第５章第１節「測量」に準ずる。

２ 一般地形測量は、防潮工、砂丘等の位置、方向、規模及び構造、植栽区域等を決定す

るために行い、汀線測量、深浅測量と関連づけて行う。

４－２－４ 汀線測量

１ 汀線測量の法線は、防潮工又は人工砂丘等を設ける位置を考慮して、全体の地形が把

握できる位置とし、法線を基準線として縦横断測量を行う。

２ 測量の種類は、平面測量、縦断測量（汀線に平行方向）及び横断測量とし、横断測量

の測線は、一般に海岸法線20～50ｍ毎に設けるほか、地形の変化点、曲線の起終点等に

も必要に応じて設ける。

３ 法線には、基準点を設ける。基準点は、波浪等により侵食されない地点に設けるもの

とし、止むを得ず滅失するおそれのある地点に設ける場合は、引照点を設置する。

４ 測量の精度等は、第２編山地治山事業第４章第１節「測量」に準ずる。

５ 測量結果は、次の縮尺を標準とした図面を作成する。

(1) 平面図 1/1,000又は1/500

(2) 縦断面図 1/1,000又は1/500

(3) 横断面図 1/100

(4) 構造図等 1/20～50

４－２－５ 深浅測量

１ 深浅測量は、防潮工等の海岸構造物の建設計画においては最も基礎的な調査であり、

海底地形の地域的、時間的変化の状況を把握することを目的とする。

２ 測線の方向は、汀線に対して直角を標準とする。

３ 深浅測量の方法は、水深の浅いところではロッド（水深４ｍ未満）及びレッド（水深

４ｍ以上10ｍ以下）を用いる。深いところでは、音響測深器によることが多い。

４ 深浅測量における誤差は、測深誤差と測位誤差である。測深誤差は、レッドでは水深

10ｍで20～50cm、音響測深器では水深10ｍで10～12cm程度である。また、測位誤差は、

通常、水深10ｍ、距岸600～800ｍで水平距離で1.5～3.0ｍ程度である。

５ 測線の間隔は、一般に50ｍ以上100ｍ以内とし、汀線測量の横断測量の位置と合わせ、
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